
○由良町老人医療給付条例 

昭和４７年１月７日 

条例第１号 

改正 昭和４７年４月１日条例第１６号 

昭和４７年７月１日条例第２７号 

昭和４８年４月１日条例第８号 

昭和４８年１０月１１日条例第２７号 

昭和５７年１２月２１日条例第２２号 

昭和５９年１２月２５日条例第１９号 

平成１４年６月２６日条例第１７号 

平成２０年３月３１日条例第９号 

平成２５年１０月３日条例第３２号 

平成２６年３月３１日条例第１５号 

（目的） 

第１条 この条例は、老人に対し、医療費（以下「医療費」という。）を給付することにより、老人の保健

の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 老人とは、由良町に住所を有する６７歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、７０歳の

誕生日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）の末日を経過してい

ない者であつて医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。 

（２） 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

オ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

カ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（給付対象者） 

第３条 老人が、次の各号に該当するときは、その年の８月から翌年の７月まで（新たに対象となつた場合

にあつてはそのときから次の７月までとし、対象とならなくなつた場合にあつては対象とならなくなつ

た月まで）の間、当該老人を対象者とする。 

（１） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による医療の給付を受け

ることができないとき。 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けていないとき。 

（３） 老人及びその者と同一の世帯に属する者（以下これらを「世帯員」という。）が町民税を課さ



れていないとき。 

（４） 世帯員の前年の収入金額の合計額が１００万円（世帯員の数が２人以上である場合にあつては、

１００万円に世帯員のうち１人を除いた世帯員１人につき４０万円を加算した金額）を超えないとき。 

（５） 老人の金融資産が３５０万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が３５０万円

に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。 

（６） 世帯員が活用できる資産を有していないとき。 

（７） 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める要件のうち、同項第３号から第７号までに該当しない場合

であつて、次の各号に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難である

と町長が特に認めたときは、当該老人を対象者とすることができる。 

（１） 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者（以下「生計中心者」という。）が震災、

風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を

受けたとき。 

（２） 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したこ

とにより、その者の収入が著しく減少したとき。 

（３） 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したと

き。 

（４） 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由

により著しく減少したとき。 

（給付の額） 

第４条 給付の額は、医療保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該

医療に要する費用のうち老人が負担する額から、医療保険各法又は老人の医療の確保に関する法律の規

定に基づき、７０歳の誕生日の属する月の翌日に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額

とする。 

（受給資格の登録） 

第５条 医療の給付を受けようとする対象者は、規則で定める受給登録申請書を町長に提出して老人医療費

受給資格の登録を受けるものとする。 

（受給資格証の交付） 

第６条 町長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、この条例による医療費の給付を受け

る資格があると認め登録したときは、当該申請に係る対象者に対し、受給資格証を交付するものとする。 

（受給資格証の提示） 

第７条 受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、医療を受けるさい、医療機関等

に受給資格証を提示しなければならない。 

（医療費の申請並びに支給） 

第８条 受給資格者は、この条例に基づき医療給付を受ける場合は、規則の定めるところにより町長に申請

しなければならない。ただし、受給資格者が死亡した場合は、その世帯主又は扶養義務者が申請するも



のとする。 

２ 前項の申請は、受給資格者が医療機関において医療を受けた最終日から起算して１年以内に行わなけれ

ばならない。 

３ 前項により申請を受けた町長は、その内容を審査し、当該申請に係る医療給付を決定し、規則に定める

通知書により通知し、３ケ月以内に医療費を町の指定する医療機関または申請者に給付するものとする。

この場合、当該申請者が死亡等により申請者に給付することができないときは、その世帯主又は扶養義

務者に給付するものとする。 

（届出義務） 

第９条 受給資格者は規則で定める事項について変更があつたときは、１ケ月以内に町長に届け出なければ

ならない。 

（給付金の返還） 

第１０条 町長は、偽りその他不正行為によつて、この条例に定める医療給付を受けた者があるときは、そ

の者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 町長は、支給事由が第三者の行為によつて生じ、かつこの条例による医療給付を受けた場合において、

給付を受けた者が第三者より損害賠償の支払いを受けたときは、既に給付した金額の全額又は一部を返

還させることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和４７年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年４月１日条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４７年７月１日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年４月１日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４８年１０月１１日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年１０月１日より適用する。 

附 則（昭和５７年１２月２１日条例第２２号） 

この条例は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月２５日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５９年１０月１日から適用する。 

附 則（平成１４年６月２６日条例第１７号） 

１ この条例は、平成１４年８月１日から施行する。 

２ 昭和１０年７月３１日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の由良町高齢者医療給付条例第

３条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 



附 則（平成２０年３月３１日条例第９号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月３日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日条例第１５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


